
お知らせ 
 

令和４年９月 21日 

お客さま 各位 

 

 

 

西尾信用金庫（理事長：近藤 実）は、経済産業省の「令和４年度省エネルギー設備投資に

係る利子補給金制度」の指定金融機関として採択されましたのでお知らせいたします。 
本制度の活用により、エネルギー消費効率の高い設備を新設または増設を目的とする融資に

対して、最長１０年間、融資利率の最大１．００％の利子補給を受けることで、お客さまの利
息負担の軽減を図ることができます。 
当金庫は、SDGｓへの取組の一環として、環境に配慮した設備投資を行うお客さまへの資金

供給を行うことで、持続化可能な地域社会の実現に向け、引続き努めて参ります。 
 

記 
１. 制度概要 

制度名称 令和４年度省エネルギー設備投資に係る利子補給金制度 

利子補給率 
最大１．００％ 
（貸付利率 1.1％以上→1.0％、貸付利率 1.1％未満→貸付利率から▲0.1％） 

利子補給期間 最長１０年間（導入設備の法定耐用年数が融資借入期間の最長期間および利子補給期間） 

上限融資金額 １事業あたり１００億円 

利子補給回数 年２回 

対象者 国内において事業活動を営んでいる法人または個人事業主 

対象要件 

・エネルギー消費効率が高い省エネルギー設備の新設・増設 

・エネルギー消費が１％以上改善される事業 

・データセンターのクラウドサービス活用や EMSの導入等による省エネルギー取組に 

関する事業 

利子補給対象経費 省エネルギー設備の新設・増設に係る経費（中古品・既存設備を更新する場合は対象外） 

他の補助金との併用 本利子補給金と国からの他の補助金の併用不可 

 
２. 取扱開始日 

令和４年９月 21日（水） 

                                    以  上 

本件に関するお問い合わせ先 

   

   

令和４年度省エネルギー設備投資に係る利子補給金制度の

取扱開始について 

西尾信用金庫 お客さま支援部 企業支援課（担当：宮川 健） 

電話番号：０５６３－５６－７１２６ 

受付時間：９：００～１７：００ 

（土曜、日曜、祝日を除く） 

 

融資のご相談は最寄りの支店にて承ります。 

支店一覧： http://www.shinkin.co.jp/nishio/tenpo-atm/index.html  

http://www.shinkin.co.jp/nishio/tenpo-atm/index.html
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